
出典：官報発行サイト（https://www.kanpo.go.jp/）
「日本海西部地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の一部廃止の公表について」（官報発行サイト）
（https://www.kanpo.go.jp/20260327/20260327h01674/20260327h016740009f.html）を水産庁で加工して作成



フロンティア漁場整備事業（日本海西部地区）の一部廃止について
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＜凡例＞
：政令指定海域
：領 海
：日韓暫定水域

■：当初計画の21群（完成済）
☆：H27年度に計画変更し追加した11群

・黒：完成箇所
・赤：廃止箇所

◆事業目的： アカガレイ及びズワイガニ資源の保護増大を図るため、保護育成礁を整備

◆事業規模： 保護育成礁 ３２群（１２,５００ha） → ２８群（１１,２００ha）（一部廃止）

◆総事業費： １７,０７８百万円 ,,→ １３,８６５百万円

◆事業期間： 平成１９年度～令和６年度 → 平成１９年度～令和７年度

（参考）


